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第６回 重要課題検証サブ・グループ 議事要旨 

 

 

【開催日時】 

 平成 27年６月５日（金）17：30～19：30 

 

【場所】 

 中央合同庁舎第４号館４階共用第２特別会議室 

 

【出席者】 

      有村 治子  行政改革担当大臣 

構 成 員  赤井 伸郎  大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 

河村 小百合 （株）日本総合研究所調査部上席主任研究員 

佐藤 主光  一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

田中 弥生  独立行政法人大学評価・学位授与機構教授 

土居 丈朗  慶應義塾大学経済学部教授 

水上 貴央  弁護士（早稲田リーガルコモンズ法律事務所） 

横田 響子  株式会社コラボラボ代表取締役 

 発 表 者  財務省 

総務省 

厚生労働省 
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【議事次第】 

１ 開会 

２ 議事 

   医薬品にかかる国民負担の軽減（後発医薬品の使用促進等）について 

（１）国家公務員共済組合、地方公務員共済組合における後発医薬品の使用促進

に向けた取組について 

【財務省、総務省】 

（２）後発医薬品の使用の飛躍的加速化について 

【厚生労働省】 

（３）中間取りまとめに向けた論点整理について 

３ 閉会 

 

【配布資料】 

 資料１ 財務省 提出資料 

資料２ 総務省 提出資料 

資料３ 厚生労働省 提出資料 

資料４ これまでのヒアリングで出された主な意見 

資料５ ヒアリングを踏まえた課題・論点の整理（案） 
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【議事の経過】 

○ 冒頭、有村行政改革担当大臣及び土居座長より、以下のとおり発言があった。 

 

（有村行政改革担当大臣） 

・歳出改革ワーキンググループ重要課題検証サブ・グループの発足以来、６回目を数える

本日まで、精力的に御議論いただいていることに、深く感謝している。 

・後発医薬品の使用促進は、国民の安全・安心を堅持しながら、財政的な負担を軽減する

ために行政コストを下げる努力をしなければならい分野の一つである。これらは両方と

も私たち国民にとってかけがえのない価値であり、しかし、必ずしもベクトルが一致し

ないものであるが、二兎を追って結果を出すことが求められていると思っている。引き

続き、闊達な議論を行ってほしい。 

 

（土居座長） 

・本日は、「医薬品にかかる国民負担の軽減」に関するヒアリングの４回目として、財務

省及び総務省から「国家公務員共済組合、地方公務員共済組合における後発医薬品の使

用促進に向けた取組について」、厚生労働省から、先月26日に経済財政諮問会議におい

て塩崎大臣が発表された「後発医薬品の使用の飛躍的加速化について」、それぞれヒア

リングを行う。続いて、事務局から、これまでのヒアリングを踏まえた、中間取りまと

めに向けた論点整理について説明し、意見交換を行う。 

 

○ 続いて、財務省、総務省及び厚生労働省からのヒアリングを行った。ヒアリングは各

ヒアリング対象者が資料に沿って説明し、その後、質疑応答・意見交換を行った。 

 

【財務省・総務省からのヒアリング】 

 

＜財務省からの説明＞ 

・「秋のレビュー」での指摘を受け、国家公務員共済の保険者である20の共済組合において、

平成28年度に共通のシステムを導入し、使用率の把握や後発医薬品の差額通知を行う。 

・使用率の把握は、20共済組合中、現時点においては６組合、今年度末の時点では14組合

となる予定。来年度からは全ての組合で把握する予定。 

・共済組合の27年度の事業計画において、使用率向上に向けてきちんと取り組むよう指示。

これを受け、各組合において差額通知の実施や広報活動等の方策を盛り込んでいる。 

・差額通知の発出状況は、現状では８組合で実施しており、平成27年度中に16組合、来年

度から全ての共済組合が実施する予定。 

  

＜総務省からの説明＞ 

・使用率の把握については、平成27年度中に全組合でシステムを整備し、平成28年度から

は全ての組合員について使用率が把握できるようにする予定。現在は、全組合員数の約
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６割をカバーする６組合でシステムを整備している。 

・後発医薬品の使用促進については、機関誌への掲載による周知や希望カード・シールの

配布、差額通知の発出、リーフレットの配布を実施。このうち、差額通知の発出が特に

有効な取組と考えている。 

・差額通知は、ある程度一定額以上削減効果が出るような方に絞って発出。１回だけでは

なく定期的に実施することで効果の推移を見ている。差額通知による効果はまだ分析し

ていないが、使用率向上の実績もあるので、定期的、継続的に効果測定ができるような

取組について、平成28年度から全組合で実施できるよう周知徹底をしていく。 

・データヘルスの取組のほか、コラボヘルスという概念がある。共済組合と事業主である

地方公共団体が連携しながら進めていく取組を、民間における先進事例も参考にしなが

ら、積極的に進めていきたい。 

 

（各委員等の主な発言）（→は財務省・総務省の発言） 

・差額通知によって後発医薬品に切り替える方が多いという説明だが、後発医薬品が嫌だ

というわけではなく、存在をよく知らないために切り替えていなかった人が多いという

解釈でよろしいか。 

→後発医薬品に対しての安心感を前提として、自己負担額の削減効果を明示的に把握で

きることが結局削減に結びついていると承知。 

 

・国家公務員、地方公務員は、厚生労働省が発表した 2020年末までに 80％という目標よ

りも積極的な目標が設定されるべきではないか。 

→現状、国家公務員の使用率の全体を把握していないため、まずはこれを把握し、政府

全体の目標も見据えながら、現実的にどういう対応をとっていくか検討する。現状を

把握する前でもできることは行う。 

→まずはシステムを導入し、使用率を把握することに努めていきたい。その中でさまざ

まな意見を聞きながら考えていくべき課題であると考えている。 

 

・差額通知等について、定期的・継続的に出すことによるコストが効果に見合ったものに

なっているのかも考慮すべき。効果があるのは初めの１、２回目くらいではないか。 

→都道府県職員対象の共済組合においては、差額通知は、システム上非常に安価なコス

トでできている。差額通知をこれから導入する団体に対しては、このような先進事例

の紹介も行い、コストパフォーマンスを考慮した取組が行われるものと承知。 

 

・コラボヘルスというのは具体的にどのような取組なのか。 

→事業者は共済と連携して、健康診断において病気にならないための様々な周知啓発を

行っている。この中でジェネリックの重要性とか必要性というものを周知していくと

いうことが考えられる。これ以上の取組については、色々な意見を踏まえ、できる取

組は取り入れていきたい。 
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・足元で把握されている使用割合というのは何％なのか。 

→現状を把握している６組合については新指標でわかっているのが４カ所で、それぞれ

約49、53、56、57と、ほぼ全国の平均と同じような値。 

→システムを導入して使用率を把握するということに努めていく。具体的な率は、現在

６組合で率を把握しており、新指標を導入しているのが３団体。都道府県対象の組合

での普及率は60.2％で、あとはおおむね50％あるいは４割程度。 

 

 

【厚生労働省からのヒアリング】 

 

＜厚生労働省からの説明＞ 

・先日の経済財政諮問会議において、塩崎厚生労働大臣は、2020年度末までに80％以上と

する後発医薬品の使用促進の次期目標を定めることを提示。財務省は2017年を達成時期

と主張し、諮問会議の民間議員は80ないし90という目標を主張しているため、これで合

意がされているものではない。併せて、60％の達成時期を１年前倒しは可能と提示をし

ている。 

・60％目標なら先発メーカーや流通事業者等々が多少の不利益を被るにしても、何かしら

の使用促進策だけでいいだろうと考えていたが、80％となると使用促進策だけでは達成

不能。新薬メーカーとしての創薬型で経営ができる体質になるように、革新的医薬品・

医療機器・再生医療製品等の創出促進を図ること、逆にジェネリックすらも参入しない

ような低価格であっても引き続き継続販売される必要のあるエッセンシャルドラッグの

安定供給推進や流通振興が必要。これらの事項を含め、医薬品産業全体を底上げするた

めの総合的戦略を、本年夏を目途に作ることを提示している。 

・後発医薬品の推進策は、臨床研究・治験の活性化、ナショナルセンター等の疾患登録情

報を活用した研究インフラ、開発インフラの整備、価格におけるイノベーション評価、

イノベーション評価の前提となる流通の改善、AMEDも含めて官民対話等がこういったも

のをさらにやっていくことが必要ということを盛り込んでいる。 

・また、臨床上の有用性の評価が定まっている使い慣れた基礎的医薬品（エッセンシャル

ドラッグ）について、医療上の必要性の観点から、将来にわたって安定的に継続して供

給される環境の整備もあわせて進めること、こういったことをパッケージで進めること

で初めて80％というものが達成可能ではないかと考えている。 

・達成時期については、今から５年あれば、敷地を持っていれば工場が稼働できるぎりぎ

りの時期と承知。 

 

（各委員等の主な発言）（→は厚生労働省の発言） 

・長期収載品に多く依存している日本特有の生産構造が、新薬のイノベーションや、後発

医薬品の使用促進の一つの阻害要因になっている。そうであれば、長期収載品から後発
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医薬品に促すような施策というものを間接的、直接的に政府として打ち出すべき。例え

ば、後発医薬品メーカーが受託生産している長期収載品を後発医薬品の生産に切り替え

るというような促進策をとるべきではないか。 

 

・新薬創出加算などの薬価の加算があるが、長期収載品への依存体質を改善することとセ

ットでなければ効果を生まないのではないか。 

→新薬を供出すると言っているメーカーがいつまでも長期収載品ばかりに頼っていると

いうのはよろしくないが、日本の場合、投機的な投資をしてくださる方がなかなかお

らず、アメリカと違って市場からの資金調達が難しいという事情がある。したがって、

何かしらの原資を調達するときの仕方で、長期収載品に頼らざるをえないメーカーが

あるのも事実。ただ、時間がかかるのであれば時間をある程度短縮できる方策を考え

てくれということになる。総合的戦略はその部分を担うことになる。 

 

・80％の目標について、平成32年がぎりぎりの達成時期と考えている要因を端的に教えて

ほしい。 

→後発医薬品の生産力を見たときに、60％となる数量までは多分達成できるが、80％の

数量は厳しい。このため、今すぐ投資を決めてもらい、新たに工場を稼働させるのに

要する５年という期間を、ぎりぎり達成可能な目標達成時期として考えている。 

 

○ 続いて、中間取りまとめに向けた論点整理を行った。まず、資料４及び資料５に沿っ

て、事務局より説明を行った。それを受けた厚生労働省からの説明の後、意見交換を行

った。 

 

（事務局からの説明） 

・「後発医薬品の品質、使い勝手等」について、ヒアリングでは、医師会などから、品質に

対する不安や、後発医薬品の種類の多さ・使い勝手の悪さ、さらに病院と薬局間の情報

共有が不足しているのではないかという意見が出てきた。 

・こうした意見を踏まえ、品質確保のための取組の拡充として、ジェネリックの品質検討

委員会の活動拡大、それから、情報提供の拡充として、安全性、あるいは、副作用情報

の積極的な発信、広報の充実、それから後発医薬品の名称ルール、安定供給ルールの徹

底等が必要である。 

・「医薬品業界の構造、薬価等」については、後発医薬品の新規収載時の薬価水準が、多数

の後発医薬品が上市される一因となっている可能性も考えられ、後発医薬品の実態に鑑

みて適正な水準になっているか検証する必要がある。 

・また、医薬品のイノベーションの評価を適切に行うことにより、革新的新薬の開発を促

し、長期収載品への依存度が高い産業構造をいち早く転換する必要がある。 

・「後発医薬品の使用促進策、目標等」に関して、目標について、厚生労働省から 2020 年

度末までに 80％以上とする次期目標を新たに定めるという方針が公表されているが、達
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成時期については、後発医薬品メーカーの供給能力の実態を見極める必要がある。 

・また、更なる使用促進策については、足元の使用割合の伸び率の増加傾向を維持するこ

とが重要。更に、地域間等での実績の格差の要因分析が今後の課題。 

・「あわせて考慮すべき事項等」については、医薬品全般に係る処方の適正化を図ること、

また、患者へのインセンティブ付与のあり方については、長期収載品と後発医薬品の差

額の自己負担化は有効であるが、一方で、その導入に当たって体質上先発医薬品しか使

えない方をどうするのかといった課題等が示されている。 

 

（厚生労働省からの説明） 

・品質確保のための取組については、ジェネリック医薬品品質情報検討会を中心とした学

術的な評価の加速と、流通品の品質確認検査、監視指導の一層の促進の２本の柱を連動

させ、一元的な取組を強化していきたい。 

・広報については、政府広報などの枠をいかに取れるかにかかっているので、可能であれ

ばバックアップしていただきたい。 

・名称ルールについては、平成 17年より、成分名を書いて、その成分名に屋号をつけると

いうルールを運用している。それ以前のものについては、いわゆる既存不適格というこ

とになる。これについては、ある程度の猶予期間を設けて徐々にやっていただくという

ことになる。 

・安定供給のルールについては、５年間継続供給が本人たちの責めに帰するようなもので

できなかった場合には、次の薬価収載をしないというルールで運用している。 

・汎用品リストを普及するということについては、ホームページで対応しているが、これ

からさらに拡充していくべきと考えている。 

・後発医薬品の価格水準については、結構数が出ているもので、日本は先発医薬品のだい

たい７掛けから２掛けくらい、他方、アメリカは非常に低いもので５％くらいとなって

いるが、アメリカでは先発薬が非常に高いことに留意が必要。他の国は、それなりに公

的医療保険制度で抑え込むというルールをそれぞれとっているので、それぞればらけて

いるが概ねそろっている。純粋に日本の国内においてジェネリック医薬品は高いから下

げるという方が効果的だと考えている。 

・後発医薬品メーカーの供給能力については、今後、大型品の特許切れが起きるので生産

能力の増強が必要だが、結構苦しいのが実情。 

・長期収載品と後発医薬品の保険給付額の差額の自己負担化は、いわゆる参照価格制度と

いうことになると思うが、過去にずっと議論したが、結果的に導入しなかった。これに

対して、すぐに否定的なことを言うつもりはないが、むしろ、後発医薬品の使用促進の

努力をさまざましているので、その中で後発医薬品の推進を図っていきたい。 

 

（各委員等の主な発言）（→は厚生労働省の発言） 

・自己負担に関しては参照価格制度とは違う概念というふうに理解しているので、そこは

認識ギャップがある。 
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 →参照価格制度がどうということではなくて、自己負担についてということで申し上げ

た。薬価の自己負担は医療保険法上整理されたという経緯があり、これは医療の本質

部分についての自己負担をどうするかという問題。法改正マターであるというのが

我々の受け止めである。 

 

・平成 17年から実施している名称統一ルールをさらに徹底するための方策を考えるべき。 

 →そろそろ変わってもらってもいいと考えている。また、最近は配合剤のジェネリック

が出るようになり、成分が２つ入っているものになると、それぞれの成分名を並べて、

その後ろにメーカー名をつけると非常に長いという問題が新たに出てきているので、

その改善等も必要になってくる。 

 

・後発医薬品の使用割合は、都道府県で地域差がある。その地域差を、更に細かく要因分

析するべき。 

 

・長期収載品の数量のうち、先発医薬品メーカーで製造されているのはどのくらいで、後

発医薬品メーカーに委託されているのはどのくらいか。 

 →長期収載品のうち、先発品メーカーとジェネリックメーカーの製造がどうなっている

かはわからない。 

 

・新薬メーカーが長期収載品にあまり依存しすぎないように、年限や指標のような目安を

作り、対応することは考えているか。 

 →指標等でやっても難しいところもあるので、イノベーションの評価や治験環境を整え

ることで対応していきたいと考えている。 

 

・後発医薬品の使用促進を阻む原因として、薬価の設定の仕方に問題があるのではないか。 

 →病院や薬局が保険に請求する価格は公定価格だが、その手前の薬局や病院が買う価格

は自由競争で、競争が働いている。ただ、多くの後発医薬品が参入してくる理由を考

えると、新規収載額が 60％というところもあるので、その価格の決め方については中

医協でも議論が出てくるだろうと考えている。 

 

・もし目標を掲げずとも患者が自発的に選択して 80％近いような数字に来年や再来年にマ

ーケットがなった場合、どういう現象が起こり得るか。 

 →２か月の在庫を持っているのがだいたい安定供給のための望ましい状態。手元で在庫

が１か月分くらいになると、メーカーのほうは生産工程を組み換えて、それを先に作

り始めるようになるので、２か月あればもつが、それが全部各品目で逼迫してくると、

大手ほどしんどいという状況が起こるので、どうやってしのぐかということを皆、苦

労する状況になると思う。 
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・汎用品リストについて、地域の先生方の理解、指示のもとにという主張はわかるが、お

よそ日本人であれば効用は変わらないと思うので、結果的に競争力のある社なり、薬が

生き残って最適化されれば、リストは必要ないという見方についてはどう思うか。 

 →地域のお勧めリストというふうに言われるが、よく入れ替えが起きていることをまず

申し上げておきたい。その上で、何を重点に選んでいるかというと、安定供給である。

卸もいまや全国展開になっているが、いくつかの卸がある地域にしっかりとした供給

体制をとっているところはある。 

 

（以上） 

 

（文責：行政改革推進本部事務局 速報のため事後修正の可能性あり） 


